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医療資格者・医療従事者の届け出を 12月31日現在の医師、歯科医師、薬剤師の免許保有者と、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の
従事者は届け出が必要です。来年１月15日までに各区保健福祉センター健康課に届け出を。　e各区健康課

　国は約５０年ぶりに、地域におけ
る国家公務員給与の見直しをはじ
めとした給与構造の抜本的な改革
を平成１８年度から実施していま
す。
　本市でも国の改革に合わせて、
給与構造の基本的見直しを平成１９
年７月から段階的に実施していま
す。

　今回掲載した職員給与などの詳
細は、今年度末に市ホームページ
（www.city.fukuoka.lg.jp/）へ掲
載予定です。
　なお過去の職員給与（平成１７年
度分から平成１９年度分まで）は、
市ホームページ（トップページ＞
市政情報＞市の運営、方針・プラ
ン＞市政の運営＞職員人事・給与
・研修＞給与・定員管理の状況）
で閲覧できます。

　行政改革プランにおいて、平成
１７年度を起点として平成２２年度ま
での５年間で４.６％、約５００人の削
減に取り組むことを目標に掲げて
おり、平成２０年度までに総定員
（条例定数と外郭団体等への派遣
職員数の合計）を２９９人削減して
います。
　今後も目標達成に向けて、引き

続き見直しを行っていきます。
　【問合せ先】
　職員給与（表１〜７）＝労務課
（察７１１崖４１３１Ｆ ７３３崖５５５９　メー
ルromu.GAPB@city.fukuoka.lg.j
p）
　職員定数（表8）＝行政改革部
（察７１１崖４１３６Ｆ ７３３崖５５５９　メー
ルgyoukaku.GAPB@city.fukuok
a.lg.jp） 

給与構造の基本的見直し 職　員　数

給与・報酬・手当および職員数など

住居手当（平成２０年4月1日現在）
７　職員手当の状況
扶養手当（平成２０年4月1日現在）

手当額扶養親族
１５,０００円配偶者
1人につき
８,０００円配偶者以外の扶養親族

１２,５００円配偶者がない職員の扶養親
族のうち１人

1人につき
５,６００円

満１６歳の年度初めから満２２歳の
年度末までの子に対する加算

手当額区　分
家賃月額から１２,０００円
を控除した額

家賃月額が２３,０００
円以下の場合

借
家
・
借
間
居
住
者

家賃月額から２３,０００円
を控除した額の1／2を
１１,０００円に加算した額

家賃月額が２３,０００
円を超える場合

２７,０００円最高支給限度額
９,６００円持家居住者

地域手当・時間外勤務手当・特殊勤務手当（平成２０年4月1日現在）
内　　容名　　称

　民間の賃金水準や物価等に関する事情を考慮して支給される手当で、
支給率は9％（東京事務所は１６％）です。
（１９年度の職員一人当たり平均支給月額 ２２,２８０円）

地域手当

　正規の勤務時間以外に勤務した職員に支給される手当です。
（１９年度の職員一人当たり平均支給月額 ２６,２５８円）

時間外
勤務手当

　危険、不快、不健康または困難な勤務などに従事する職員に支給される
手当で、危険作業手当、ヘリコプター従事者手当、夜間看護手当など２９種
類があり、本市職員の４６.０％に支給されています。本市の場合、国におけ
る特殊勤務手当のほか、俸給・俸給の調整額・特地勤務手当により給与上
の措置がなされているものも含みます。
（１９年度の職員一人当たり平均支給月額 ４,０２５円）

特殊
勤務手当

退職手当（平成２０年4月1日現在）

参　考（国）福　岡　市
区　分

勧奨・定年（月分）自己都合（月分）勧奨・定年（月分）自己都合（月分）
３０.５５２３.５０３０.５５２３.５０勤続２０年
４１.３４３３.５０４１.３４３３.５０勤続２５年
５９.２８４７.５０５９.２８４７.５０勤続３５年
５９.２８５９.２８５９.２８５９.２８最高限度

　（注）定年前早期退職の特例
５０～５９歳で勧奨により退職すると、退職手当の基礎となる給料月額に2～２０％（国と同
じ）が加算されます。

対前年度増減比職員定数
区　分

２０年度１９年度１８年度２０年度１９年度１８年度
０００４２４２４２議会事務局

▲４４▲７９▲１７６,３４４６,３８８６,４６７市長事務部局
▲２２▲３▲６１,３４４１,３６６１,３６９教育委員会
０００３０３０３０選挙管理委員会事務局

▲１００２５２６２６監査事務局
００▲１１６１６１６人事委員会事務局
００▲５１４１４１４農業委員会事務局

▲９００３９８４０７４０７水道局
▲１▲３▲１５９８５９９６０２交通局
０００１,０２５１,０２５１,０２５消防局

▲７７▲８５▲３０９,８３６９,９１３９,９９８合計
（参考）

▲２５▲３０▲５２６３１６５６６８６外郭団体等への派遣職員数
▲１０２▲１１５▲８２１０,４６７１０,５６９１０,６８４職員定数との合計

8　職員定数等の状況
ア　任命権者別職員定数の状況 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< （▲は減）

減　員（人）増　員（人）
区市民課業務の見直し  　　▲２９
学校事務の見直し  　　▲１８
震災復興事業の進捗  　　▲１３ 

学校施設の耐震対策・建替の推進 ＋9
医療制度改革への対応  ＋9
学校の支援体制の強化  ＋3

イ　平成２０年度の職員定数の主な増減状況

６　特別職の報酬など（平成２０年4月1日現在）
※平成１６年度から、市長は給料の１０％、副市長は給料の5％を減額しています。

期末手当は、年間で基礎給与額の３.３５か月分（平成１９年度支給割合）

議員報酬月額区　分給料月額（減額後）区　分
１,０６０,０００円議　長

議員報酬
１,２１５,０００円市　長

給　料  ９７０,０００円副議長
１,０２６,０００円副市長  ８８０,０００円議　員

５　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（平成２０年4月1日現在）
２０年以上
２５年未満

１５年以上
２０年未満

１０年以上
１５年未満

　　　　　　　　経験年数
区　　分　　　　　　　　　

３９５,２００円３５３,５００円３０８,０００円大学卒
一般行政職

３４４,３００円３００,８００円２４９,２００円高校卒
３１６,８００円２７５,０００円２３１,６００円高校卒技能労務職

４　職員の初任給（行政職　平成２０年4月1日現在）
参　考（国）福　岡　市採用試験区分

１８１,２００円Ⅰ種
１７３,９００円上　級

（大学卒程度） １７２,２００円Ⅱ種

１４０,１００円１４０,２００円初　級
（高校卒程度）

３　行政職の級別職員数、平均給料月額、平均年齢（平成２０年4月1日現在）
計8級7級6級5級4級3級2級1級区　分

局長部長課長係長総括
主任主任係員係員標準的な

職務内容
６,３１０人４０人１３９人５１７人１,７３１人１,８９５人９８７人８８５人１１６人職員数
１００％０.６％２.２％８.２％２７.４％３０.０％１５.６％１４.０％１.８％構成比

１００％０.７％２.２％８.１％３２.３％２５.１％１５.１％１４.４％２.１％1年前
構成比参

考
１００％０.７％２.１％８.０％３０.５％２４.３％１４.３％１６.８％３.３％5年前

構成比

　行政職の平均年齢は４３.４歳、平均給料月額は ３５４,７８６円です。技能労務職の平均年齢は
４４.３歳、平均給料月額は３１１,２７０円です。
　国の一般行政職の平均年齢は４１.１歳、平均俸給月額は３２５,１１３円で、技能労務職の平均
年齢は４８.９歳、平均俸給月額は２８４,６７９円です。

１人当たり給
与費（B／A）

給　　与　　費職員数（A） 計（B）期末・勤勉手当職員手当給　　料
　千円
７,４７６

　　　千円
５７,７５９,９２７

　　　千円
１４,５９７,１４１

　　　千円
１０,８４０,２５０

　　　千円
３２,３２２,５３６

　　人
７,７２６

　職員給与費とは、人件費のうち一般職職員の給料および諸手当です。
　職員手当には退職手当は含みません。

２　職員給与費（平成２０年度普通会計予算）

人件費率
（B／A）人件費（B）実質収支歳出額（A）住民基本台帳

人口（年度末）
１２.０％８０,２３４,８７４千円５,４８８,９５１千円６６７,１５６,７７８千円１,３７５,２９２人

１　人件費（平成１９年度普通会計決算） LLLLLL （参考）平成１８年度の人件費率　１１.７％

　人件費には、特別職職員の報酬，一般職職員の給料・諸手当のほか共済組合や健康保険
組合に対する事業主負担などの一切の経費を含みます。

通勤手当（平成２０年4月1日現在）
勤　勉期　末区　分

０.７２５（０.９２５）１.３５（１.１５）6月期
０.７７５（０.９７５）１.４ （１.２） １２月期

−０.２５（０.２５）3月期
１.５（１.９）３.０ （２.６） 計

職制上の段階、職務の級による加算措置あり備　考

期末・勤勉手当（平成１９年度支給割合） LLL （月分）
　通勤距離が片道2㎞以上の職
員に支給。交通機関などの利用
者は、通勤に要する運賃等に相
当する額（1か月当たり５５,０００
円を限度）。自動車などの利用者
は、通勤距離によって1か月当
たり２,０００～２４,５００円。

かっこ内は管理職（課長以上）の支給割合。
年間支給割合は国と同じ。

市職員の給与などの状況市職員の給与などの状況

ア　退職手当の基本額

イ　退職手当の調整額
　その者の在職期間のうち、役職段階等に応じた６０月分の調整月額（国に準じた1月当た
り５０,０００円から0円までの額）が退職手当の基本額に加算されます。


